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建築基準法改正の概要（平成18年法律第92号、平成19年６月20日施行）

平成１７年１１月に発覚した構造計算書偽装問題の再発を防止するため、平成１８年に建築確認・検査の厳格化を内
容とした建築基準法等の一部改正が行われ、平成１９年６月２０日より施行された。

改正のポイントは、以下のとおりである。

①構造計算適合性判定制度の導入
通常の建築確認に加え、高度な構造計算を行う建築物※を対象に、

都道府県知事又は指定構造計算適合性判定機関による構造審査
ピ を義務

建築主
建築主事 又は

指定確認検査機関

申請

建築確認
審査方法の指針に

基づき審査
今回創設

（ピアチェック）を義務付け
※ 高さ20mを超える鉄筋コンクリート造の建築物など一般的には一定の
高さ以上等の建築物が対象となるが、比較的小規模な建築物でも、耐力
壁の量が少ないもの、柱の間隔が大きいもの等は対象となる場合がある。

※大臣認定プログラムを用いた場合、

指定構造計算適合性判定機関 【新設】
（知事指定）

専門家による審査※ （ピアチェック）

②確認審査期間の延長
２１日間→３５日間（大臣認定プログラムによらない場合等は最大７０日間）
※ 木造2階建て住宅等の小規模建築物は、従前通り７日間

再入力・再計算を行い審査を効率化

③確認審査等に関する指針の制定及びそれに基づく審査の実施

ずさんな設計図書を審査段階で補正する不適切な慣行があったため、軽微な不備を除き、補正を認めないこととした。
また、これに関連して、申請図書や記載事項の拡充を行うとともに、計画の変更をしようとする場合、原則として、当該変
更箇所の工事に着手する前に建築確認を受けなければならない旨を明確にした更箇所の工事に着手する前に建築確認を受けなければならない旨を明確にした。

④３階建て以上の共同住宅に対する中間検査の義務づけ

⑤構造基準の見直し

一連の偽装案件等において、一部の構造設計者が恣意的な解釈を行い、危険側の条件設定をしている実態が判明した
ため、構造基準の見直しを行い、構造設計時の計算方法や条件設定の方法等を明確化した。
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構造計算適合性判定制度の概要

○構造計算適合性判定を要する建築物※に係る建築確認については 建築主事又は指定確認検査機関が 都○構造計算適合性判定を要する建築物※に係る建築確認については、建築主事又は指定確認検査機関が、都
道府県知事又は指定構造計算適合性判定機関による構造計算適合性判定※※を求めることとされている。
（法第6条第5項等）

※：高度な構造計算（ルート２、ルート３、限界耐力計算）及び大臣認定プログラムによって安全性を確認する建築物
※※：構造計算適合性判定とは 構造計算の法適合性を適確に審査するため 建築主事等が行う審査に加え 第三者機関において一定の技術力を有する者※※：構造計算適合性判定とは、構造計算の法適合性を適確に審査するため、建築主事等が行う審査に加え、第三者機関において 定の技術力を有する者

が工学的に高度な判断を伴う構造計算のモデル化の方針、耐力壁の剛性及び耐力の評価、構造特性係数の設定等を含む審査を行う制度。

○都道府県知事は、指定する者（指定構造計算適合性判定機関）に構造計算適合性判定の全部又は一部を行
わせることができるとされており、指定を行った場合には、都道府県知事は当該構造計算適合性判定を行わな
いこととされている。（法第18条の2第1項・第2項）いこととされている。（法第18条の2第1項 第2項）

○指定構造計算適合性判定機関は、その者又はその親会社等が指定確認検査機関である場合には、当該指定
確認検査機関が求める構造計算適合性判定を行わないこととされている。（法第77条の35の4第4号）

○構造計算適合性判定機関は、建築に関する専門的知識及び技術を有する者※※※のうちから判定員を選任
該 定員 構造計算適合性 定を実施さ な ればな な されし、当該判定員に構造計算適合性判定を実施させなければならないとされている。（法第77条の35の7第1項・第2項）

※※※：①建築物の構造に関する科目を担当する大学の教授若しくは准教授の職にあり、又はあった者
②建築物の構造に関する分野の試験研究機関において試験研究に従事し、又は従事した経験を有する者で、かつ、当該分野について高度の専門

的知識を有する者
③国土交通大臣が上記と同等以上の知識及び経験を有すると認める者 （建築基準法に基づく指定資格検定機関等に関する省令第31条の6）

○構造計算適合性判定は、国土交通大臣が定める指針（確認審査等に関する指針）に従って行わなければなら
ないとされている。（法第18条の3第3項）

＊構造計算適合性判定の審査項目の例
①断面計算書に記載されている応力と応力計算書に記載されている数値とが整合していること
②構造耐力上主要な部分について、局部座屈、せん断破壊等による構造耐力上支障のある急激な耐力の低下が生ずるおそれのないことの検証内容が

適 あ と適切であること
③各階及び各方向のDsの算定時における構造耐力上主要な部分である部材に生ずる力の分布及び塑性ヒンジの発生状況が適切であること

○構造計算適合性判定に係る手数料は、特定行政庁

及び指定確認検査機関が定めている。 建築物の床面積 認定プログラムを使用 認定プログラム以外の

プログラムを使用

＜参考＞横浜市が確認審査を行う場合の適判手数料

プログラムを使用

1,000㎡以下 115,300円 166,800円

1,000㎡超～2,000㎡以下 143,700円 222,400円

2,000㎡超～10,000㎡以下 157,300円 255,000円

10,000㎡超～50,000㎡以下 199,300円 336,900円

50,000㎡超 337,900円 619,300円 3



構造計算適合性判定の対象について

○構造計算適合性判定の対象は、建築基準法第20条第二号イ等に規定されており、

許容応力度等計算（ルート２）、保有水平耐力計算（ルート３）、限界耐力計算に

よって構造計算を行う建築物となっている。

（構造耐力）
第二十条 建築物は 自重 積載荷重 積雪荷重 風圧 土圧及び水圧並びに地震そ

＜参考＞建築基準法（抄）

第二十条 建築物は、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧及び水圧並びに地震そ
の他の震動及び衝撃に対して安全な構造のものとして、次の各号に掲げる建築物の
区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準に適合するものでなければならない。
一 （略）
二 高さが六十メートル以下の建築物のうち、第六条第一項第二号に掲げる建築物

（高さが十三メートル又は軒の高さが九メートルを超えるものに限る。）又は同項第
三号に掲げる建築物（地階を除く階数が四以上である鉄骨造の建築物、高さが二
十メ トルを超える鉄筋コンクリ ト造又は鉄骨鉄筋コンクリ ト造の建築物その他十メートルを超える鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物その他
これらの建築物に準ずるものとして政令で定める建築物に限る。） 次に掲げる基
準のいずれかに適合するものであること。
イ 当該建築物の安全上必要な構造方法に関して政令で定める技術的基準に適合イ 当該建築物の安全 必要な構造方法に関して政令で定める技術的基準に適合

すること。この場合において、その構造方法は、地震力によつて建築物の地上部
分の各階に生ずる水平方向の変形を把握することその他の政令で定める基準に
従つた構造計算で、国土交通大臣が定めた方法によるもの又は国土交通大臣の
認定を受けたプ グ ムによるも によ 確かめられる安全性を有する と認定を受けたプログラムによるものによつて確かめられる安全性を有すること。

ロ （略）
三～四 （略）

4



構造計算ルートと構造計算適合性判定との関係

建築物の規模 構造計算ルート 手続き建築物の規模

大臣⑤ 時 刻 歴 応 答 解 析

構造計算ルート 手続き

超高層建築物 建築

構造設計一級建築士の関与

大臣
認定

⑤ 時 刻 歴 応 答 解 析

④ 限 界 耐 力 計 算

超高層建築物 +
高さ６０ｍ超

建築
確認

H21年度589件（全体の0.1%)

④ 限 界 耐 力 計 算

③保有水平耐力計算（ルート３）

大規模建築物

木造：高さ１３ｍ又は軒高９ｍ超
建築 +

構造計算
適合性判定③保有水平耐力計算（ル ト３）

②許容応力度等計算（ルート２）

木造：高さ１３ｍ又は軒高９ｍ超
鉄骨造：階数４以上
ＲＣ造：高さ２０ｍ超 等

高さ３１ｍ超の建築物は不可

確認
+ 適合性判定

(ピアチェック)

※ただし、任意に構造計算ルート
②～④とした場合の中規模建築物
を含む。

H21年度14,488 件
（全体の2.9%）

①許容応力度計算 （ルート１）中規模建築物
※ルート１でも大臣認
定プログラムを使用し
た場合は構造適合性判
定 象 な

建築
確認

を含む。

木造：３階以上又は延べ面積５００㎡超
木造以外：２階以上又は延べ面積２００㎡超
組積造：高さ１３ｍ又は軒高９ｍ超 等

定の対象となる
確認

建築
＊平成20年の大臣認定

実績等から 推計

H21年度124,806件（全体の24.8%）

小規模建築物 （構造計算不要）
建築
確認

H21年度363,407件（全体の72.2%）

実績等からの推計
＊＊平成21年の実績値

等からの推計

※プレハブ住宅については、型式部材等製造者認証や図書省略制度の活用により、建築確認に係る構造等の
審査及び構造計算適合性判定が省略されている。 ※平成21年度の建築確認の件数は503,290件 5



鉄筋コンクリート造の建築物に係る審査事項(耐震関係）
鉄筋コンクリート造の建築物に係る審査事項（耐震関係）

１次設計

弾性解析 ― （弾）塑性解析

中規模地震 大規模地震 大規模地震

許容応力度
の確認

壁・柱量の確認
部材のせん断設計

層間変形角の確認 剛性率・偏心率の確認 終局状態を考慮した検討

計算ルート
高さ制限
適判要否

２次設計

弾性解析

中規模地震

限界耐力計算
高さ≦60m
適判：必要

稀に発生する地震動に対して建築物の地上・地下部分が損傷し
ないこと、極めて稀に発生する地震動に対して建築物の地上部
分が倒壊・崩壊しないことを確認。

ルート３
（保有水平

高さ≦60m
適判：必要

許容応力度
の確認

層間変形角の確認

【保有水平耐力の確認】
①建物の崩壊状態における破壊部位・形式を求める。
②崩壊状態に至る時の水平力（保有水平耐力）Quを求める。
③破壊部位・形式に応じて、低減係数Dsを求める。
④剛性率・偏心率を計算し、それらを元に割増係数Fesを算出す

耐力計算）
適判：必要 の確認

る。
⑤Ds、Fesを元に建物の必要保有水平耐力Qunを算出する。
⑥Qu≧Qunを確認する。
※高さ／幅＞4⇒転倒の検討追加

ルート２－３
（許容応力度

等計算）

高さ≦31m
（高さ／幅≦4）

適判：必要

許容応力度
の確認

層間変形角の確認
　　①　剛性率の確認

　　②　偏心率の確認

【靱性のある全体崩壊形の確認】
①建物の崩壊状態における破壊部位・形式を求める。
②梁の端部の曲げ破壊以外が生じないことを確かめる。

ルート２－２
（許容応力度

高さ≦31m
（高さ／幅≦4）

許容応力度
①壁・柱量の確認

（Σ1.8α・Aw＋Σ１.8α・Ac
層間変形角の確認

　　①　剛性率の確認
（許容応力度

等計算）
（高さ／幅≦4）

適判：必要

許容応力度
の確認

（Σ1.8α Aw＋Σ１.8α Ac
　　　≧Z・W・Ai）
②部材のせん断設計

層間変形角の確認
　　②　偏心率の確認

ルート２－１
（許容応力度

等計算）

高さ≦31m
（高さ／幅≦4）

適判：必要

許容応力度
の確認

①壁・柱量の確認
　（Σ2.5α・Aw＋Σ0.7α・Ac
　　　≧0.75Z・W・Ai）

層間変形角の確認
　　①  剛性率の確認
　

② 偏心率の確認等計算） 適判：必要
②部材のせん断設計

　②　偏心率の確認

ルート１
（許容応力度

計算）

高さ≦20m
適判：不要

許容応力度
の確認

①壁・柱量の確認
　（Σ2.5α・Aw＋Σ0.7α・Ac
　　　≧Z・W・Ai）
②部材のせん断設計 6



鉄骨造の建築物に係る審査事項(耐震関係）

鉄骨造の建築物に係る審査事項（耐震関係）

１次設計

弾性解析 ― （弾）塑性解析

中規模地震 大規模地震 大規模地震

許容応力度
の確認

各種応力割増し
脆性破壊の防止

層間変形角の確認 剛性率・偏心率の確認 終局状態を考慮した検討

計算ルート
高さ制限
適判要否

２次設計

弾性解析

中規模地震

限界耐力計算
高さ≦60m
適判：必要

稀に発生する地震動に対して建築物の地上・地下部分が損傷し
ないこと、極めて稀に発生する地震動に対して建築物の地上部
分が倒壊・崩壊しないことを確認。

ルート３
（保有水平

高さ≦60m 許容応力度
層間変形角の確認

【保有水平耐力の確認】
①建物の崩壊状態における破壊部位・形式を求める。
②崩壊状態に至る時の水平力（保有水平耐力）Quを求める。
③破壊部位・形式に応じて、低減係数Dsを求める。
④剛性率 偏心率を計算し それらを元に割増係数F を算出す（保有水平

耐力計算）

高さ
適判：必要

許容応力度
の確認

層間変形角の確認 ④剛性率・偏心率を計算し、それらを元に割増係数Fesを算出す
る。
⑤Ds、Fesを元に建物の必要保有水平耐力Qunを算出する。
⑥Qu≧Qunを確認する。
※高さ／幅＞4⇒転倒の検討追加

ルート２
（許容応力度

等計算）

高さ≦31m
（高さ／幅≦4）

適判：必要

許容応力度
の確認

②保有耐力接合の確認
④局部座屈の防止
⑤柱脚の破断防止
⑥筋かいの応力割増し
⑦冷間成形角形鋼管柱の耐力比確保

層間変形角の確認
　　①  剛性率の確認
　
　　②　偏心率の確認

高さ≦13m

ルート１－２
（許容応力度

計算）

高さ≦13m
軒高≦9m
階数≦2

スパン≦12m
延べ面積≦500m2

(平家：3000m2)
適判：不要

許容応力度
の確認

①地震力割増しによる許容応力度の確認
②保有耐力接合の確認
③冷間成形角形鋼管柱の応力割増し
④局部座屈の防止
⑤柱脚の破断防止

　　②　偏心率の確認

ルート１－１
（許容応力度

計算）

高さ≦13m
軒高≦9m
階数≦3

スパン≦6m
延べ面積≦500m2

適判：不要

許容応力度
の確認

①地震力割増しによる許容応力度の確認
②保有耐力接合の確認
③冷間成形角形鋼管柱の応力割増し

7



構造計算適合性判定業務の円滑化に対してこれまで講じてきた対策

平成19年9月 建築確認手続きの円滑化に実効性の高い事項について技術的助言を通知（指定構造計算適合性平成19年9月 建築確認手続きの円滑化に実効性の高い事項について技術的助言を通知（指定構造計算適合性
判定機関等の緊密な連携による運用の情報共有化）
指定構造計算適合性判定機関に対する技術的支援（判定支援ネットワークを設置）

12月 構造計算適合性判定機関の業務の効率化（通知）

（判定員１名で判定可能な範囲の明確化、事前相談の積極的実施、申請者と指定構造計算適合
性判定機関との連絡調整の円滑化、判定員の確保、新たな指定構造計算適合性判定機関の指
定の検討 確認機関から指定構造計算適合性判定機関に対する審査日程等の事前通知）定の検討、確認機関から指定構造計算適合性判定機関に対する審査日程等の事前通知）

平成20年2月 建築確認手続きの円滑化に向けた取組の強化・継続等について通知

9月 建築確認手続きの円滑化に向けた取組の継続について通知

10～11月 全ての都道府県及び構造計算適合性判定機関を対象に、迅速かつ的確な判定業務の実施を図るよ
う 国土交通省がヒアリングを行い 個別に要請う、国土交通省がヒアリングを行い、個別に要請

（判定に係るバラツキの是正、判定の迅速化、事前相談、判定員の早期徹底、質疑書の申請者
等への早期伝達、質疑書に対する回答内容の事前調整、ヒアリングの積極的実施、複数の判
定機関の活用等）機関 活 ）

11月 建築確認手続きの円滑化に向けた取組の継続について通知

平成22年6月 建築確認手続き等の運用改善平成22年6月 建築確認手続き等の運用改善

（確認審査と構造計算適合性判定審査の並行審査）

8



建築確認手続き等の運用改善について（平成22年6月）

＜確認審査の迅速化関係＞ ＜申請図書の簡素化関係＞＜確認審査の迅速化関係＞

１．確認申請図書の補正の対象の拡大等（告示改正）
⇒ 確認申請図書の補正の対象は、軽微な不備（誤記、記載漏れ等）とされてい

るが、これを不備（申請者等が記載しようとした事項が合理的に推測される
もの）とする。また、補正にあたっては、適合するかどうかを決定できない
旨の通知書の交付や確認審査報告書の特定行政庁への報告を不要とする

＜申請図書の簡素化関係＞

１．構造計算概要書の廃止（規則、告示改正）
⇒ 確認申請図書のうち、構造計算概要書を廃止する。

２．建築設備に係る確認申請図書の簡素化（規則、告示改正等）
（１）非常用照明装置に係る技術的基準の見直しを行うとともに、

非常用照明装置の構造詳細図を提出不要とする旨の通知書の交付や確認審査報告書の特定行政庁への報告を不要とする。

２.確認審査と構造計算適合性判定審査の並行審査を可能とする見直し
（告示改正）
⇒ 構造に係る確認審査後に構造計算適合性判定を求めることとされているが、

当該確認審査を終える前においても、構造計算適合性判定を求めることがで

非常用照明装置の構造詳細図を提出不要とする。
（２）水洗便所の構造詳細図を提出不要とする。
（３）排水のための配管設備に係る技術的基準の見直しを行うと

ともに、排水トラップの構造に係る構造詳細図を提出不要と
するなど、配管設備に係る図書の簡素化を行う。

（４）換気設備の構造詳細図を簡素化する。
きることとする。

３．確認審査等の報告に係るチェックリスト告示の簡素化（告示改正）
⇒ 指定確認検査機関が確認済証等を交付した後に特定行政庁へ提出するチェッ

クリストを大幅に簡素化する（項目を約９割減とする）。

３．建築材料・防火設備等に係る大臣認定書の省略（技術的助言等）
⇒ 建築材料（防火材料、シックハウス建材）、防耐火構造、

防火設備、区画貫通の管及び遮音構造について
大臣認定データベースの登録を義務化することにより、審査側が
大臣認定書を参照できる環境を整備し、確認申請における
大臣認定書の写しの添付の省略を技術的助言等により徹底する

４．「軽微な変更」の対象の拡大（規則改正・技術的助言等）
⇒ 計画の変更に係る確認を要しない「軽微な変更」の対象は、安全上の危険の

度等が高くならない一定の変更とされているが、これを建築基準関係規定に
適合することが明らかな一定の変更とする。
また、「軽微な変更」の適用可能な具体事例を提示し、運用の徹底を図る。

大臣認定書の写しの添付の省略を技術的助言等により徹底する。

＜厳罰化関係＞

１．違反設計等への処分の徹底
⇒ 「建築行政マネジメント計画」（仮称）の策定指針に、中間・

完了検査の徹底 違反建築物対策の推進を盛り込み 違反設計等
５．大臣認定変更手続きの迅速化

⇒ 超高層建築物等の構造計算や避難安全検証法等に係る大臣認定の変更手続き
について、迅速化を図る。

６．審査期間短縮及び審査バラツキの是正（技術的助言等）

完了検査の徹底、違反建築物対策の推進を盛り込み、違反設計等
への処分を徹底する。

２．広範なサンプル調査を実施
⇒ 違反建築物対策を推進するため、広範なサンプル調査を実施する。

＜その他関係＞⇒ 構造計算適合性判定の対象物件については、現在の審査期間（約７０日※）
の半減を目指し、審査期間短縮に係る目標を設定するとともに、取組方針及
び公表方法を「建築行政マネジメント計画」（仮称）の策定指針として発出
する。
また、各機関に苦情窓口の設置とそれを通じた審査のバラツキ把握及び審査
員への指導等の取組みを要請する

＜その他関係＞

１．小規模な木造戸建て住宅等（４号建築物）に係る確認・検査の特例
について、当分の間継続する。

２．既存不適格建築物の増改築に係る特例の見直し（平成21年国土交通
省告示第891号等）について、周知徹底を図る。員への指導等の取組みを要請する。

※サンプル調査による平成２１年７月から１２月までの確認済証交付までに要した実日数の平均

３．住宅性能評価及び長期優良住宅の認定についても申請図書の簡素化
を図る。（規則、告示改正等）

※建築基準法施行規則及び関係告示の改正は、平成２２年３月２９日に公布、６月１日から施行
※円滑に施行するため、４月末から５月末にかけて地方ブロック別講習会、都道府県別講習会を開催 9



確認済証交付件数及び適判合格件数の状況

建築確認交付数の推移交付件数（件） 対前年同月比（%）

55.0

68.1

44 9
50.2

60

80

60,000 

70,000 

建築確認交付数の推移

4号 1～3号 全体 1～3号 4号

交付件数 対前年同月比交付件数（件） 対前年同月比（%）

35,756 

38,428 
37,259 

26,628 

35,098 

31,838 

38,231 

35,929 

33,334 

25,588 
30,784 

34,862 

35,459 

35,607 

37,149 

39,983 

29,196 

30,188 

21 923
29,464

29,175 
27,834 

33,369 

33,549 

29,749 
30,468 

33,988 

31,579 

31,521 

7.6

18.3

5.5 4.1
7.1

9.0 10.6
8.7

7.8 7.1

19.3

△ 5 3

31.0

44.9

5.5
3.1

8.2 10.2

8.9

7 3
5.1

18.9

△ 2 8 △ 2 7 △ 0 8

9.5

△ 3 4

8.2

4.4
7.8

8.6 9.4 10.8
8.6 7.9 7.9

19.5

0

20

40

30 000

40,000 

50,000 

16 979

18,946 

21,155 14,512 16,685 
13 246

35,155 

34,852 

35,183 

21,923 
24,237 

29,464 

23,636 
26,318 

32221

32,312 

30,223 

36,008 

36,183 
35,539 

△ 8.5
△ 6.5

△ 9.7

△ 39.4

△ 24.5
△ 27.5

△ 11.1
△ 9.6

△ 11.5
△ 4.5

△ 5.5

△ 14.8

△ 4.5

△ 11.5
△ 8.1

△ 4.2

△ 19.3

△ 10.9

△ 16.1

△ 23.7

△ 17.7

△ 20.3
△ 24.6

△ 13.8

△ 17.4

△ 18.3
△ 16.1

△ 7.4

0.9△ 5.7
△ 5.3

△ 2.3

△ 43 8

△ 25.2

△ 17.7△ 17.6

△ 7.8
△ 11.4

△ 21.3

△ 12.2

△ 19.9

△ 21.8
△ 20.5

△ 14.0
△ 19.7

△ 29.5

△ 23.1

△ 26.4△ 31.1

△ 21.8

△ 20.6

△ 25.4
△ 24.2

△ 16.3

△ 0.8 △ 6.8
△ 4.1

7.3

△ 9.8
△ 7.1

△ 13.4

△ 34.5

△ 15.2
△ 18.9

△ 4.0 △ 5.5△ 8.2 △ 2.8 △ 2.7

△ 11.7

△ 0.8

△ 7.3
△ 0.3

0.2

△ 8.0 △ 18.7

△ 9.4
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△ 15.5
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△ 16.1

△ 15.4
△ 12.6

△ 3.4

△ 40

△ 20

0

10,000 

20,000 

30,000 

適判合格件数の推移

16,979 

9,924 11,261 
10,576 

14,987 

15,616 
15,986 

12,520 

13,128 14,904 

15,185 

16,547 14,750 
15,328 

15,813 

12,415 
13,755 

10,056 
9,258 

11,162 
10,971 

10,463 

12,935 

13,246 

11,008 

11,617 

13,233 

12,311 

12,823 

9,646 
9,549 

12081 12,094 
11,397 

13,885 13,915 13,089 
△ 49.6

△ 43.8
△ 45.2

△ 600 

,

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月
平成19年 平成20年 平成21年 平成22年

（件）

1,686 

1,539 

1,830 

2,058 
2,001 

2,116 
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2,286 

1,959 
2,089 

2,167 

1,676 
1,756 

1 456 1 370
1542

1,654 1,612 1,568 

2,000 

2,500 
適判合格件数の推移
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1,430 
1,345 

1,247 

1,456 

1,297 
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1,370 
1,335 

1,161 
1,165 1,208 

1,183 

1,160 
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1,059 

1,296 
1,169 

1,000 

1,500 

0 0 0 1 52 

208 

0 

500 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月
平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 10



適判対象物件の実態

※ 平成22年1～3月の各月初め5営業日に確認済証を交付した物件（計518件）を対象として分析。

（１） 構造別に見た場合の適判対象物件 （２） 階数別に見た場合の適判対象物件

323
200

300

400
62.4%

31 7%
127 119100

150

19.3%
23.0%

15.8%

24.5%

2
164

4 25
0

100

200

木造 鉄骨造 RC造 SRC造 その他

0.4%

31.7%

0.8% 4.8% 82
100 119

59
31

0

50

1階 2階 3階 4～6階 7～10階 11階～

11.4%

6.0%

160 28.4% 26.4%

（４） 用途別に見た場合の適判対象物件

木造 鉄骨造 RC造 SRC造 その他

（３） 面積規模別に見た場合の適判対象物件

160

200 34.7%

1階 2階 3階 4～6階 7～10階 11階～

25
78

147
137

56 41 34
0

40

80

120

4.8%

15.1%
10.8%

7.9% 6.6%

180

104

54
35 32

28 24 19 10 3 29
40

80

120

5.4% 4.6% 3.7% 1.9% 0.6% 5.6%

20.1%

10.4%
6.8% 6.2%

3 29
0

（５） 構造計算ルート別に見た場合の適判対象物件※

463300
400
500 89.4%

54
1

0
100
200

ルート2 ルート3 限界耐力計算

10.4%
0.2%
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適判対象物件の実態（２）

適判物件の用途別 構造計算ル ト別 構造別 高さ別の実態

共同住宅
工場、倉

庫
店舗 事務所 戸建住宅

福祉施設
等

学校、幼
稚園

病院、診
療所

集会場、
遊技場等

ホテル
その他建

築物
合計

～20m 3 14 8 5 4 1 3 2 2 3 45
20～31m 1 2 3

合計 3 14 8 6 4 1 3 2 2 5 48
鉄骨造

適判物件の用途別、構造計算ルート別、構造別、高さ別の実態

合計 3 14 8 6 4 1 3 2 2 5 48

～20m 1 1 2 1 5
20～31m 1 1

合計 1 1 1 2 1 6

4 14 8 6 5 2 3 4 2 6 54
7.4% 25.9% 14.8% 11.1% 9.3% 3.7% 5.6% 7.4% 3.7% 11.1% 100.0%

合計
割合

ルート2
RC造

共同住宅
工場、倉

庫
店舗 事務所 戸建住宅

福祉施設
等

学校、幼
稚園

病院、診
療所

集会場、
遊技場等

ホテル
その他建

築物
合計

～20m 58 78 34 21 15 12 6 9 7 13 253
20～31m 1 6 1 2 1 3 1 1 16
31m～ 1 2 1 1 1 6

鉄骨造

合計 60 86 35 24 17 15 6 9 7 1 15 275

～20m 49 3 1 5 10 11 2 5 86
20～31m 34 2 1 1 38
31m～ 29 2 1 1 1 34

合計 112 5 2 7 10 12 3 1 1 5 158

～20m 2 2 2 1 3 1 1 1 2 15

ルート3

RC造

20～31m 2 1 2 1 6
31m～ 1 4 1 1 1 1 9

合計 4 4 6 2 3 1 3 3 0 1 3 30

176 90 46 28 27 26 21 15 8 3 23 463
38.0% 19.4% 9.9% 6.0% 5.8% 5.6% 4.5% 3.2% 1.7% 0.6% 5.0% 100.0%

合計

割合

その他

共同住宅
工場、倉

庫
店舗 事務所 戸建住宅

福祉施設
等

学校、幼
稚園

病院、診
療所

集会場、
遊技場等

ホテル
その他建

築物
合計

31m～ 1 1
合計 1 1

1 1
100.0% 100.0%

限界耐力計算
合計

割合

その他

180 104 54 35 32 28 24 19 10 3 29 518
34.7% 20.1% 10.4% 6.8% 6.2% 5.4% 4.6% 3.7% 1.9% 0.6% 5.6% 100.0%

 ※　平成22年1～3月の各月初め5営業日に確認済証を交付した適判対象物件（計518件）をサンプルとして抽出して分析。

割合

割合

総計
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適判審査に係る審査の状況
120（１） 確認審査及び適判審査に要する実日数 ※ 平成22年1～8月の各月初めの5営業日に確認済証を交付した適判対象物件を対象に分析。

80

100
確認審査に要する実日数

適判審査に要する実日数

（日）
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確認済証交付までの実日数

※ 実日数には審査側の審査
期間と申請者側の作業期間を

60.4
57.4 58.2 56.5

39.3

39.6
34.9

34.1 

34.4 

34.5 

33.1 

32.2 

32.5 
32.0 

32.1 
27.7 

31.1 
27.1 

25.8 
24.1 

26.9 
22.6 

22.8 
23.9 

22.9 

22.5 

21.2 

18.8 

23.3 

18.8 
19.0 

18.2 

20.5 

17.7
18.4 

19.1 
0

20
含む。

※ 確認審査に要する実日数は
一定の申請図書が揃った段階
から確認済証交付までに要す
る日数とする。

（２） 適判機関別の審査に要している平均実日数 ※ 平成22年8月の構造計算適合性判定に要した日数調査をもとに分析。

（財）秋田県建築住宅センター
（一財）長野県建築住宅センター

宮城県
（財）茨城県建築センター
(一財)群馬県建築構造技術センター

機関平均

平成20年 平成21年 平成22年

14
16
18

（ 財）長野県建築住宅センタ
（財）三重県建設技術センター
（財）大阪建築防災センター
広島県
（株）愛媛建築住宅センター
大分県
沖縄県

( 財)群馬県建築構造技術センタ
（財）千葉県建設技術センター
ハウスプラス確認検査（株）
NPO静岡県建築技術安心支援センター
愛知県
（財）日本建築総合試験所
（株）ジェイ・イー・サポート
（財）山口県建築住宅センター

(18.9日)

4
6
8

10
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機
関

数 北海道
沖縄建築確認検査センター（株）

（財）山口県建築住宅センタ

（株）建築住宅センター
（一財）福島県建築安全機構

0
2
4

1-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40
適判実判定日数

※ 実日数には審査側の審査期間
と申請者側の作業期間を含む。

長野県
岐阜県
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構造計算適合性判定機関の業務実施状況

（１） 構造計算適合性判定機関の数 ６２機関

（２） 各都道府県別の構造計算適合性判定機関の指定状況

適判機関の指定数※ １機関のみ ２機関 ３～５機関 ６～１０機関 １１機関以上 計

該当する都道府県数 3 15 17 6 6 47

備考 北海道 佐賀 大分

千葉、新潟、石川、
長野、静岡、愛知、
滋賀 京都 兵庫

岩手、茨城、富山、
福井、山梨、岐阜、
三重、大阪、岡山、 青森、秋田、山形、 宮城、福島、群馬、

※都道府県知事自らが行っている場合は、当該都道府県知事を１機関として算入している。

備考 北海道、佐賀、大分 滋賀、京都、兵庫、
奈良、和歌山、島根、

愛媛、高知、熊本

広島、山口、徳島、
香川、福岡、長崎、

宮崎、鹿児島

栃木、鳥取、沖縄 埼玉、東京、神奈川

※都道府県知事自らが行っている場合は、当該都道府県知事を１機関として算入している。

（３） 各都道府県における構造計算適合性判定の実施主体の状況

指定機関のみ 都道府県知事 のみ 都道府県知事 ＋指定機関

※１ 都道府県知事の場合、外部団体や外部の判定員に一部業務を委託等して実施している。

指定機関のみ 都道府県知事※１のみ 都道府県知事※１＋指定機関

35 2 10 ※２

※２ 規模によって都道府県知事と指定構造計算適合性判定機関が行う場合を分けている。
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（４） 判定員 延べ２，２８６人（常勤１３２人、非常勤２，１５４人）

○常勤の定義 専ら判定の業務を行う専任の社員で、かつ、判定の業務に週４日以上
従事する者

（５） 構造計算適合性判定機関の業務区域等

① 業務区域① 業務区域

業務区域としている都道府県の数 1 2～5 6～10 11～15 16以上 計

該当する適判機関数 47 3 6 4 2 62

備考
日本建築センター(36)

② 適判機関の業務体制（本店・支店の設置）

備考
日本建築センタ (36)

日本建築総合試験所(21)

② 適判機関の業務体制（本店 支店の設置）

本店のみ 本店＋支店 計

５８機関 ４機関 ６２機関

※データはH22.11.1 現在
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